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火災に関する情報や病院照会は、下記の電話番号におかけ下さい。
■火災に関する情報　☎ 473 ‐ 0019　　■病院照会　☎ 492 ‐ 0119

◆幼児教室
▼とき　５月 20 日（水）
　　　　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
　　　　※警報発令時中止
▼ところ　子育て支援センター
▼持ち物　着替え・お茶・タオル
▼対象　１歳児～就学前児　

◆園庭遊び・子育て相談・身体計測
▼とき　５月 27 日（水）　午前 10 時～ 11 時
　　　　※雨天中止
▼ところ　淡輪・深日・多奈川各保育所
▼持ち物　着替え・帽子・お茶・タオル
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住宅用火災警報器は家族の命を守る見張り番
　～未設置住宅の火災では、犠牲者も発生～

■急げ　警報器の設置！！
　本年１月から管内で住宅火災が急増し、未設置住宅の火災では、犠牲者も発生し
ています。住宅用火災警報器は、火災時の煙を感知し、音声やブザーで火災を知ら
せることにより、素早く避難することができる「あなたと家族」の命を守る設備で、
火災予防条例により設置が義務づけているものです。そのため、いまだ設置されて
いない方は、急ぎ設置をお願いします。
■住宅用火災警報器の維持管理　10 年を目安に取り換える！！
　せっかく取り付けた住宅用火災警報器も、正常に機能しなければ意味がありません。万が一の火災に備え、
日頃から点検とお手入れをしましょう。
■悪質な訪問販売にご注意！！
　消防署が住宅用火災警報器や消火器を販売することはありません。また住宅では、点検報告の義務もあり
ません。ご不審に思えば、その場で最寄りの消防署か消防本部に連絡ください。
　　　　　　　　　　　　▼問合せ　泉州南広域消防本部　予防課　☎ 469 ‐ 0886　ＦＡＸ 460 ‐ 2119
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ＩＮ　望海坂第一集会所　　　▼問合せ　保健センター　☎ 492‐ 2424
▼ふれあい遊び　５月 13 日（水）　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
▼わらべ唄遊び・絵本等の紹介・栄養相談　５月 27 日（水）　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
▼育児相談　６月 10 日（水）　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
▼参加費　４月以降平成 28 年の３月までの間に１家族につき１回のみ 300 円をご負担
ください。以降は無料です。

　３月から始まった来館スタンプラリーは５月
２日（土）で終了です。５月３日（日）～ 24
日（日）の間に用紙を持ってくじをひきにお越
しください。
■親子で楽しむわらべうた”
　５月 19 日（火）午前 11 時～ 11 時 30 分
　乳児（０～１歳対象）
■定例おはなし会
　５月 23 日（土）14 時～ 15 時
　※府立図書館の本をリクエストできます。
▼ホームページ
　http://www9.ocn.ne.jp/~applekan/
▼問合せ　☎・FAX　492 ー 6050
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健 康 ス ケ ジ ュ ー ル

事業名 対象・定員等 日時・受付 その他

BCG
生後３か月～ 12 か月に至る
までに１回接種（標準接種
期間　生後５か月～８か月）

５月 22 日（金）
午後２時～２時 30 分

▼健診などの実施場所
〇５月 25 日（月）
　町民体育館
〇５月 29 日（金）
　保健センター

▼肝炎ウイルス検査・大腸
がん検診、歯科健診以外は
予約が必要です。

▼各種がん検診については
有料ですが、生活保護世帯、
もしくは 70 歳以上の方は
無料になります。詳しくは
お問い合わせください。

▼「保健師健康相談」、「心
の健康相談」は「各種相談」
のページ（21 Ｐ）に掲載
しています。

▼毎月10 日までの健康ス
ケジュールは前月号に掲載
しています。くわしくは「平
成 27 年度健康づくり日程
表」でお知らせしています
ので、1 年間大切に保管し
て健康づくりにお役立てく
ださい。

発達クリニック
（要予約）

乳幼児（小児科医師の相談
があります。）

6 月 8 日（月）
午後１時 30 分～

特定健診
国保若年特別健診
後期高齢者健診
結核肺がん検診

肝炎ウイルス検査
歯科健診

●特定健診
　国保加入者で 40 歳～ 74
歳の方、または満 40 歳以上
の生活保護世帯の方
●国保若年特別健診
　S51.4.１以降に生まれた方
で満15歳以上の国保加入者
●後期高齢者健診
　後期高齢者医療の対象者
●結核肺がん検診
　満 40 歳以上
●肝炎ウイルス検査
　満 40 歳以上（初回に限る）
●歯科健診　満 15 歳以上

５月 25 日（月）
午前９時 30 分～ 11 時 30 分

大腸がん検診 満 40 歳以上
５月 25 日（月）
午前９時 30 分～ 11 時 30 分
５月 29 日（金）
午前９時30分～午後２時 30 分

胃がん検診
（要予約） 満 40 歳以上 ５月 25 日（月）

午前９時 30 分～ 11 時

乳がん検診
（要予約） 満 40 歳以上（２年に１回）

５月 29 日（金）
午前９時 30 分～ 11 時 30 分、
午後１時～２時 30 分

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種定期接種のお知らせ
▼対象　〇平成 27 年度に、65 歳・70 歳・75 歳・80 歳・85 歳・90 歳・95 歳・100 歳になられる方
　　　　〇 60 ～ 64 歳で心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能等に重度障害のある方（医師の判断による）
　　　　　※ただし、次の方は除く
　　　　〇過去に肺炎球菌ワクチン（23 価）を接種したことのある方
　　　　〇脾臓摘出された方、公害被認定者の方等、医療保険等の対応が可能な方
▼接種場所　指定医療機関（予約制）
　詳しくは、保健センターまたは岬町ホームページで確認してください。

（指定医療機関外での接種をご希望の方は、事前に保健センターまでお問い合わせください）
▼接種期間　平成 28 年３月末まで
▼持参物　健康保険証、健康手帳
▼助成額　一人１回 4,000 円（生活保護世帯及び住民税非課税世帯の方は無料になります。）
　　　　　※住民税非課税世帯の方への助成証明証は、保健センターで発行しますので
　　　　　　必要書類（保険証・委任状等）をご持参の上、申請にお越しください。

▼問合せ　保健センター　　☎ 492 － 2424・2425
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◆泉南警察署からお知らせ
■春の全国交通安全運動
▼期間　
５月 11 日（月）～５月 20 日（水）
▼運動の基本
○子どもと高齢者の交通事故防止
▼運動の重点
○自転車の安全利用の推進
○全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶
▼スローガン
○横断はいくつになっても右左
○自転車はルールとマナーが両
輪です
○「ちょっとだけ」ちょっとで
済まない飲酒事故
■春の地域安全運動
▼期間　
５月 21 日（木）～５月 30 日（土）
▼車上ねらい、ひったくり、自
転車などの盗難防止
○車を離れる時は施錠し、車内
はカラッポにしましょう
○自転車は短時間でも必ず鍵を
かけましょう。
○自転車の前かごに「ひったく
り防止カバー」などを付け防止
策をとりましょう。
▼子どもと女性を対象とする犯
罪の被害防止
○不審者や痴漢被害などから身
を守るため、防犯ブザーを携帯
しましょう。
▼振り込め詐欺をはじめとする
特集詐欺の被害防止
○「レターパック、宅配便で現
金を送って下さい」という電話
は詐欺です。
○「還付金」という言葉に惑わ
されないで、まずは周りの人に
相談しましょう。
▼問合せ　泉南警察署
　　　　　☎ 471 － 2715

　岬町創生に向けた取組みの一環として、出生率の回復をめざ
し、子どもを産み育てたいと望んでいるのにできないご夫婦を
支援するため、一般不妊・不育治療に対する費用の一部を助成
することとしました。
　４月１日からの治療について助成の対象となります。
▼対象となる方　次に揚げる要件を全て満たす方
①法律上の婚姻をしている夫婦であること。
②岬町に住民登録していること。
③各種医療保険に加入していること。
④町税等の滞納がないこと。
⑤妻の年齢が満 43 歳未満であること。
⑥岬町暴力団等の排除に関する条例に
規定する暴力団関係者でないこと。
▼助成内容　１年度に一人５万円（夫婦共に治療する場合は
10 万円）を限度に最大６年間助成します。
▼助成対象経費　次に揚げる治療検査を一般不妊・不育症治療
とし、助成の対象とします。
①医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療
　　（例：タイミング療法、薬物療法、手術療法等）
②医療保険適用外の不妊治療の内、体外受精及び顕微授精を除
く治療（例：人工授精）
③治療の一環として行われる検査、治療開始前に不妊原因を調
べるための検査
④医療保険適用の有無に関わらず、不育治療及び検査
　　（例：薬物治療、手術治療、抗体検査、染色体検査等）
※入院時の部屋代や食事代など治療に直接関係のない費用は、
助成の対象外です。
※不妊治療を実施している産婦人科、泌尿器科であれば医療機
関の指定はありません。
▼申請方法
※一般不妊治療終了後、申請書に関係書類を添えて保健センタ
ーに申請してください。
※治療を受けた日の属する年度の３月末までに申請してください。
　（平成 27 年度分は平成 28 年３月末）
　申請内容を審査のうえ、承認を受けた方に対して、口座振込
により助成金をお支払いします。
※申請書類、関係書類については、岬町 HP からもダウンロー
ドできます。

　　　▼問合せ　保健センター　　　　　　
☎ 492 － 2424　ＦＡＸ 492 － 2433

岬町一般不妊・不育症治療助成事業岬町一般不妊・不育症治療助成事業
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　妊娠初期に風しんに感染すると、生まれてくるお子さんが「先
天性風しん症候群」に罹患する可能性が高くなります。出生時
の先天性風しん症候群の発生を予防する為、次の方を対象に予
防接種費用の助成をしています。
▼対象者　岬町に住民票があり、風しん抗体検査の結果、抗体
を保有していないと判断された下記の方で
①妊娠を希望する女性及びその配偶者　　②妊婦の配偶者
▼助成期間　平成 28 年３月 31 日
▼対象ワクチン　麻しん風しん混合ワクチンまたは風しんワクチン
▼助成額　全額助成
※上限として、ＭＲワクチン 9,640 円　風しんワクチン 6,150 円
※接種方法・指定医療機関等詳しくは、岬町ホームページをご
覧ください。
▼問合せ　保健センター　☎ 492 － 2424・2425

風しんワクチン等接種費用助成

　風しん予防には、ワクチンを接種し免疫を獲得することが有
効です。風しんに対する十分な免疫があるかどうかは抗体検査
で確認することができます。この機会にぜひ抗体検査を受けま
しょう。
▼実施場所　大阪府泉佐野保健所　２階
▼検査日時　毎月第１・３月曜日（祝日は除く）　10 時～ 11 時
▼検査受付方法　電話による予約制（定員 20 名）
▼持ち物　本人を証明できる書類
　　　　　（運転免許証・健康保険被保険者証・母子健康手帳等）
▼その他　抗体価が低い場合は、風しんワクチン（麻しん風し
ん混合ワクチン）の接種をお勧めします。岬町において予防接
種助成を行なっています。
※詳しくは、岬町ホームページをご覧下さい。
▼問合せ　泉佐野保健所　地域保健課　☎ 462 － 7703・7704

無料風しん抗体検査

◆「宅地防災月間」
　５月１日～ 31 日
　５月は ｢宅地防災月間｣ です。

「宅地防災月間」は、大雨が予想
される梅雨期を前に、宅地造成
工事などによって起こる崖崩れ
や土砂の流出による災害発生を
未然に防ぎ、宅地災害をなくそ
うという目的で実施しています。
　大阪府では、この期間中に府
内市町村や消防、警察など宅地
防災に関係する機関と協力して、
次のような事業を実施します。
○防災パトロールの実施
　パトロール隊を編成し、宅地
造成地や土砂採取地などにおけ
る造成地の防災工事の安全性な
どについて点検、指導をします。
○宅地防災技術研修会の実施
　宅地防災知識の啓発、普及を
図るため、5 月下旬に、宅地造
成事業者、設計者などを対象に
宅地防災に関する技術研修会を
開催いたします。詳しくは、大
阪府建築指導室ホームページや
市町村などの宅地防災担当窓口
にて配布いたします案内チラシ
をご覧下さい。
　また、ご家庭でも、これを機
会に宅地災害を未然に防止する
ための必要な点検をお願いしま
す。次のような点について自宅
の周辺を点検し、早急に適切な
処置をすることが必要です。
○石垣、擁壁等に亀裂などは入
っていませんか、また割れ目か
ら地下水がしみ出していません
か。
○石垣、擁壁等の水抜き穴から
うまく水が流れ出ていますか。
○地盤は沈下していませんか。
○排水のための溝に泥などがつ
まっていませんか。
　なお、大阪府建築指導室が発

行している ｢石積み・ブロック
積みよう壁の自己診断マニュア
ル｣ には、点検方法など具体的
に記載しています。マニュアル
は大阪府建築指導室ホームペー
ジに掲載していますのでご利用

ください。
▼問合せ
○大阪府建築指導室建築企画課
　☎ 06 ‐ 6210 ‐ 9720（直通）
○役場建築課　
　☎ 492 － 2746
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募　集
◆淡輪幼稚園親子登園募集
　６月から淡輪幼稚園で親子登
園を行います。幼稚園で楽しく
遊びましょう。
▼募集対象児　平成 27 年４月現
在、２歳、３歳になった未就園児
▼地域　岬町在住で淡輪幼稚園
に通園できる親子
▼日時　月１度、年間 10 回
　午前９時 30 分～ 11 時
▼費用　材料費、おやつ代とし
て年間 1200 円と保険代
▼申込期間
　５月 18 日（月）～ 22 日（金）
　午前９時～午後４時〈随時〉
※申込用紙は、幼稚園にあります。
▼問合せ　淡輪幼稚園　
　　　　　☎ 494 ‐ 3001

◆国家公務員採用一般職
　試験（高卒者試験）
■試験区分　事務・技術・農業・
農業土木・林業
▼受験資格　
①平成 27 年４月１日において
高等学校又は中等教育学校を卒
業した日の翌日から起算して２
年を経過していない者及び平成
28 年３月までに高等学校又は
中等教育学校卒業見込みの者
②人事院が①に掲げる者に準ず
ると認める者
▼申込受付期間
○インターネット
　６月22日（月）～７月１日（水）
○郵送又は持参
　６月 22 日（月）～ 24 日（水）
▼第一次試験日　９月６日（日）
▼試験地　京都市、大阪市、神戸
市、奈良市、和歌山市、田辺市

◆歌会始の詠進
▼歌会始のお題　「人」
※歌に詠む場合「人」の文字が
詠み込まれていればよく、「人
材」「若人」のような熟語も可。
　詠進歌は、お題を詠み込んだ
自作の短歌で一人一首とし、未
発表のものに限ります。
▼書式　半紙（習字用の半紙）
を横長に用い、右半分にお題と
短歌、左半分に郵便番号、住所、
電話番号、氏名（本名、ふりが
な）、生年月日、性別及び職業
を縦書きで記載。
▼用紙　半紙。記載事項は全て
毛筆で自書。ただし、海外から
詠進する場合は，用紙は随意（半
紙サイズ 24cm × 33cm の横長）
とし、毛筆以外も差し支えあり
ません。
※病気又は身体障害のため毛筆
にて自書することができない場
合は次の方法で作成することが
できます。
○代筆（墨書）　代筆の理由、代
筆者の住所及び氏名を別紙記載
の上、詠進歌に添えてください。
○本人がワープロやパソコンな
どを使用して印字する。これら
の機器を使用した理由を別紙に
書いて詠進歌に添えてください。
○視覚障害の方は，点字で詠進
しても差し支えありません。
▼注意事項　次の場合には、詠
進歌は失格となります。
○お題を詠み込んでいない場

合・短歌の定型でないもの又用
紙が縦長の場合
○一人で二首以上詠進した場合
や毛筆でない場合
○詠進歌が既に発表された短歌
と同一又は著しく類似した短歌
である場合
○詠進歌を歌会始の行われる以
前に、新聞、雑誌その他の出版物、
年賀状等により発表した場合
○代筆の理由書を添えた場合を
除き、同筆と認められるすべて
の詠進歌
○住所、電話番号、氏名、生年
月日、性別、職業を書いてない
ものその他この詠進要領によら
ない場合
▼詠進の期間　９月 30 日まで
※郵便の場合当日の消印有効。
▼送付先
〒 100 ‐ 8111　宮内庁　宛
※封筒に「詠進歌」と書き添えて
ください。詠進歌は、小さく折っ
て封入して差し支えありません。
▼問合せ　宮内庁
　　☎ 03 － 3213 － 1111

◆食生活改善Ｂ
ベ リ ー
ｅｒｒｙ

　げんき隊セミナー
　食に関する様々なことをミニ
講話や実習をとして楽しく学べ
るセミナーです。（全８回）
▼日時
　５月 19 日（火）、６月８日（月）
　各日 10 時～正午
▼参加費　無料
▼場所　保健センター
▼対象　おおむね 20 歳～ 60 歳
の方（お子様連れの方も大歓迎）
▼問合せ　保健センター　
　　　　　☎ 492 － 2424

※受験案内は５月 11 日（月）か
らホームページ掲載。
http://www.jinji.go.jp/saiyo/
saiyo.htm
▼問合せ　人事院近畿事務局
　試験第二係
　☎ 06 － 4796 － 2191

その他
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○付加年金
　第１号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険
料（月額 400 円）をプラスして納付すると、老齢基礎年金に月々
200 円×付加保険料納付月数分が上乗せされます。　
　なお、付加年金は老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年
金ですが、定額のため、物価スライド（増額・減額）はありま
せん。また、国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付
できません。
　付加年金のお申し込み先はお住まいの市区町村役場です。付
加保険料の納付は、申し込んだ月分からで、納付期限は翌月末
日（休日・祝日の場合は翌営業日）です。なお、納付期限を経
過した場合でも、期限から２年間は付加保険料を納めることが
できます。
○寡婦年金
　第１号被保険者として保険料を納めた期間（免除期間を含む）
が 25 年以上ある夫が亡くなった時に、10 年以上継続して婚姻関
係にあり、生計を維持されていた妻に対して 60 歳から 65 歳に
なるまでの間支給されます。年金額は、夫の第１号被保険者期
間だけで計算した老齢基礎年金額の４分の３です。なお、亡く
なった夫が障害基礎年金の受給権者であった場合や、老齢基礎
年金を受けたことがある場合は支給されません。また、妻が繰
り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
○死亡一時金
　第１号被保険者として保険料を納めた月数（４分の３納付月
数は４分の３月、半額納付月数は２分の１月、４分の１納付月
数は４分の１月として計算）が 36 月以上ある方が、老齢基礎
年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によ
って生計を同じくしていた遺族（①配偶者、②子、③父母、④孫、
⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の中で優先順位の高い方）に支給されま
す。死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて 120,000
円～ 320,000 円で、付加保険料を納めた月数が 36 月以上ある
場合は、8,500 円が加算されます。死亡一時金を受ける権利の
時効は、死亡日の翌日から２年です。
　なお、遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給
されません。また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一
方を選択します。
　くわしくはお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　▼問合せ　

○貝塚年金事務所　☎ 431 ‐ 1122　
○役場保険年金課　☎ 492 ‐ 2705　

◆第10回特別弔慰金支給
▼対象者　戦没者等の死亡当時
のご遺族で、４月１日において、
公務扶助料や遺族年金等を受け
る方がいない場合に次の順番に
よる先順位のご遺族お一人に特
別弔慰金が支給されます。
１．弔慰金の受給権者（平成
27 年４月１日までに戦傷者戦
没者遺族等援護法による弔慰金
の受給権を取得した方
２．戦没者等の子
３．戦没者等と生計関係を有し
ていた①父母②孫③祖父母④兄
弟姉妹（戦没者等と生計関係を
有していなかった方、平成 27
年４月１日において婚姻により
姓が変わっている方又は遺族以
外の方と養子縁組をしている方
は除かれます。）
４．上記３以外の①父母②孫③
祖父母④兄弟姉妹
５．上記１から４以外の三親等
内の親族（戦没者等の死亡時ま
で引き続き１年以上生計関係を
有していた方に限られます。）
▼支給内容　額 25 万円の５年
償還の記名国債
▼請求期間
　平成 30 年４月２日まで
※岬町では、300 名程の申請が予
想されます。受付窓口が非常に混
雑することが想定されます。申請
手続きが速やかに進むよう、受付
は、６月下旬に地区別の請求・相
談窓口を設けさせていただきます
ので、地区別受付にご協力くださ
い。なお、日程についは、６月に
回覧にてお知らせいたします。
▼問合せ・請求窓口
　地域福祉課　☎ 492 － 2700

福　祉第１号被保険者の独自給付
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人 の 動 き

平成 27 年 4 月１日現在

世帯数
人　口   
　男　
　女

   ７，６４１
１６，６６１人
   ７，８２９人
   ８，８３２人

（－１７）
（－５４）
（－２２）
（－３２）

前月比

◆自動車税の納期限
▼納期限　６月１日（月）
　納税通知書に記載の金融機
関、郵便局、コンビニエンスス
トア、クレジットカード（イン
ターネットによる手続き）で納
期限までにお納めください。
▼問合せ
　大阪府自動車税コールセンター
　☎ 0570 ‐ 020156 

税

平成 27 年度の納付月のお知らせ

　　 全期・第1期 第２期 第３期 第４期
固定資産税 ６月１日 ７月 31 日 ９月 30 日 11 月 30 日
町 府 民 税 ６月 30 日 ８月 31 日 11 月２日 12 月 25 日
軽自動車税 ６月１日

　平成 27 年度の税目別納付期限は次のとおりです。また、５
月は固定資産税の第１期分及び軽自動車税の納付月です。納付
期限までに、お近くの金融機関、コンビニエンスストアでお納
めください。口座振替（又は郵便自動払込）をご利用の方は、
預貯金残高をお確かめください。

▼問合せ　税務課　納税係　☎ 492 － 2765　

◆町税の減免について
　生活保護法に基づき生活扶助を
受けていたり、災害（火災、風水
害など）による被害を受けた場合
に、ご本人の申請により、税の減
免を受けられる制度があります。
▼町民税
○生活保護を受けている方
○災害による被害を受けた方
○当該年に所得が皆無になり、
生活が著しく困難となった方
▼固定資産税
○生活保護を受けている方
○災害による被害を受けた方
○高齢者や収入が少ない方で、
次の (1) ～ (5) の要件すべてに
該当する方
(1) 所有者が 65 歳以上、特別
障害者（３級を含む）、寡婦・
寡夫のいずれかに該当する方
(2) 所有者及びその家族全員（生
計を一にする者）の個人町民税
が非課税であること

(3) 自己居住用以外の土地・家
屋を所有していないこと
(4) 家屋の床面積が 70㎡以下で
あること
(5) 固定資産税の年税額が５万
円以下であること
▼軽自動車税
○身体障害者等が所有する場合
○家族（生計を一にする者）が所有
し、障害者のために使用する場合
※一台のみ。普通自動車との重
複減免は受けられません。
　以上の減免を受けられる場合
は、各税目ごとの減免申請書に
必要事項を記入し、納期限まで
に提出してください（減免の対
象となるのは、原則として未到
来納期分の税額に限ります）。
　なお、上記各税目において詳
細要件が定められている場合が
ありますので、詳しくは税務課
課税係にお問合せください。
▼問合せ
　税務課課税係
○町民税 ･ 軽自動車税　
　　　　　　　☎ 492 － 2752
○固定資産税　☎ 492 ‐ 2757

「岬町町制施行 60周年」･
「いきいきパークみさきオー
プン 1周年」記念イベント

多奈川ビオトープ
ハイキング

　孝子からいきいきパークみさ
き、多奈川ビオトープを経由し
て深日港駅（一般向き）または
みさき公園駅まで（健脚向き）
のハイキングが開催されます。
ビオトープでは自然観察や記念
植樹（協力：三菱ＵＦＪ環境財
団）が行われます。
▼日時　5 月 16 日 ( 土 )
　※荒天予備日 6 月 20 日（土） 
▼集合　孝子小学校　10：00～10：30 
▼行程　一般向き 約 9Km、健
脚向き 約 13Km
▼主催　南海電気鉄道株式会社、
大阪府、岬町、岬町多奈川地区
整備促進協議会
▼問合せ
■事前の問合せ　南海テレホンセ
ンター（８：30 ～ 18：30）
　☎ 06 － 6643 － 1005
■当日開催の問合せ（午前 6 時
以降）　みさき公園駅長室　南海
電鉄ハイキング開催・中止案内
　☎ 06 － 6644 － 7205
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各 種 相 談各 種 相 談各 種 相 談 ※くわしくはお問い合わせください。

相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制） ５月 13 日（水）・27 日（水）
午後２時〜５時（定員 6 名）

役場監査委員室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆行政相談 ５月 20 日（水）
午前 10 時〜正午

役場相談室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆障がい者相談

■愛の家「みらい」相談室
　平日　午前９時～午後５時
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メー
ル等で対応。なお、緊急の電話対応
は、相談員が 24 時間対応。
■障がい者出張相談（要予約）
　５月27日（水）午後１時30分〜４時

■愛の家「みらい」相談
　☎ 494 ‐ 0123 ／ FAX 494 ‐ 0102
　メール　mirai@ainoie.jp
■障がい者出張相談
　役場相談室　地域福祉課　☎492−2700

◆介護相談 ■岬町地域包括支援センター
　平日　午前９時〜午後５時 30 分

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 − 2716

◆教育に関する相談 平日　午後１時 30 分〜３時（要予約）学校教育課・指導課　☎ 492 − 2719

◆消費者相談 ５月８日（金）午後１時〜４時 役場監査委員室
産業振興課　☎ 492 − 2749

◆人権擁護委員による
　人権相談

５月 19 日（火）
午後１時 30 分〜３時

住民活動センター（Ｂ）
人権推進課　☎ 492 − 2773　※予約不要

◆人権協会による
　人権相談

■岬町人権協会多奈川事務所
　月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時　※受付は４時まで
■岬町人権協会淡輪事務所
　水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時　※受付は４時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　　☎ 492 − 3270
■岬町人権協会淡輪事務所
　（岬町交流センター内）
　　☎ 494 − 1508

◆総合生活相談

■岬町人権協会多奈川事務所
　火・水・木曜日（祝日は除く）の
午前９時～午後５時　※受付は４時まで
■岬町人権協会淡輪事務所
　金曜日（祝日は除く）の午前９時
～午後５時　※受付は４時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
       ☎ 492 － 3270
■岬町人権協会淡輪事務所
　（岬町交流センター内）
　　 ☎ 494 － 1508

◆地域就労支援相談 平日　午前９時〜午後５時
　　　※受付は４時まで 地域就労支援センター　☎ 492 − 0341

◆障がい者就労・生活相談 平日　午前９時〜午後５時 NPO 法人障害者自立支援センター
　☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談 平日　午前９時〜午後５時 30 分 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆心の健康相談 ５月 21 日（木）　午前 10 時～正午
６月５日（金）　午前 10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆乳幼児育児健康相談 ５月 11 日（月）　午前 10 時～正午
６月１日（月）　午前 10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆育児相談 平日　午前 10 時〜午後４時 30 分 子育て支援センター　☎ 492 － 1350
◆療育相談 平日　午前 10 時〜午後４時 30 分 こぐま園　☎ 492 － 1131

◆相続・遺言相談（予約制）５月 19 日（火）午後１時～４時
※行政書士による相談を行います。

▼会場　岬町立保健センター　
▼予約　まちづくり戦略室　☎492－2775

◆福祉なんでも相談

■喫茶めだか組（多奈川小学校）　
　５月 13 日（水）午後１時～３時
■ふれあい喫茶（深日会館）
　５月 20 日（水）午前 10 時～正午
■オークワ岬店　　　　　　　　　
　５月 27 日（水）午前 10 時～正午

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 － 2716
■いきいきネット相談支援センター　
　☎ 492 ‐ 2955
■岬町社会福祉協議会
　☎ 492 ‐ 0633



　泉州地域の９市４町で構成する泉州観光プロモーション推進協議会と新関西国際空港㈱が連携
し、昨年２月２３日から１１月３０日まで開設していた泉州ＰＲブース「大阪泉州まるわかり屋」が、
関西国際空港エアロプラザ２階のアプローズ店舗内にリニューアルオープンします。
リニューアルした大阪泉州まるわかり屋では、これまでの店舗運営の実績を踏まえて、より効果効
率的に、国内外の関空利用者向けに泉州地域の観光資源の展示や特産品の販売を行い、泉州地域の
魅力、特産品をＰＲしていきます。
　岬町からも特産品を出品予定です。関空にお越しの際は、ぜひとも「大阪泉州まるわかり屋」に
お立ち寄りください。

49

岬町淡輪出身の舞台俳優　川島　大典　さん　岬町淡輪出身の舞台俳優　川島　大典　さん　
　川島大典さんは、1986 年生まれで岬町淡輪出身。現在ミュージカル俳優として活躍しています。
中央大学在学中にミュージカルと出会い、卒業と同時に東宝ミュージカルアカデミーに入学、アドバ

１月９日、田代町長を表敬訪問された
川島さん

大阪泉州まるわかり屋

かわしま　だいすけかわしま　だいすけ

※開設日のオープン時間については、後日、下記ＨＰに掲
載しますので、そちらをご覧ください。
▼開設日　５月 16 日（土）
▼時間　６：30 ～ 22：00
▼場所　関西国際空港　エアロプラザ２階アプローズ内
▼ホームページ　http://welcome-to-senshu.jp/
▼問合せ　泉州観光プロモーション推進協議会
　（堺市役所観光推進課）　☎ 072 － 228 － 7493

広報岬だより平成27年5月号　平成27年（2015年）5月1日発行
編集 /発行　岬町役場　まちづくり戦略室　〒599－0392　大阪府泉南郡岬町深日2000－1　
広報に関するご意見・問合せ☎072－492－2775（各課へのお問い合せは直通番号をご利用ください。）
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※広報岬だよりは毎月8,000部を作成し、１部あたりの単価は18.78円です。

ンスコースにてさらに研鑽を積みました。
　その後、2010 年にシアタークリエ公演「ガーネットオペラ」室
町第15代将軍 足利義昭役でプロデビュー、2013 年に「レ・ミゼ
ラブル」、2014 年には「ミス・サイゴン」などの名作ミュージカ
ル出演し、活躍の場を広げられています。

写真提供：東宝演劇部

　今年は、東京の帝国劇場ほか４都市で
上演される「レ・ミゼラブル」に出演中
です。
　「レ・ミゼラブル」は、大阪では梅田
芸術劇場メインホールで８月８日から

29 日まで上演され、川島さんは初日から８月 16 日まで出演予定です。
　臨場感あふれる劇場で、川島さんの雄姿をぜひご覧ください。


